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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類一「事業計画」前後対比表 
 

添付書類一 事業計画－1 

 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

イ．変更に係る施設による加工の事業の開始の予定時期 
令和４年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ．変更に係る施設による加工の事業の開始の予定時期 

別途定められる経過措置の終期までに事業を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会（令和３年４月 21 日）にお

ける標準応答スペクトルの規則への取り入れ

に係る経過措置への考え方を踏まえた事業の

開始時期を記載 

 

【今後の変更】 

2020 年 12 月 16 日付けの再処理事業所ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の工事計画の変更の届出

（2020 燃建発第 14 号）に伴う事業の開始予

定時期、変更に係る事業開始予定時期を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類一「事業計画」前後対比表 
 

添付書類一 事業計画－2 

 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

ロ．変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後５年内の日を

含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量 
（単位：ｔ･ＨＭ） 

年度 
種類 

令和 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

 
８ 

 
９ 

ＢＷＲ燃料集合体 
ＰＷＲ燃料集合体 
計 

（注１）ＢＷＲ燃料集合体にはウラン燃料棒を含む。 
（注２）ロ．の数値は当社の想定であり，「原子力発電におけ

る使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」第45条第

１項に定められている使用済燃料再処理等実施中期計画

に基づきウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ．変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後５年内の日を

含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量 

（単位：ｔ･Ｐｕｔ） 

年度 
（注１） 

種類 

令和 
６ 

 
７ 

 
８ 

 
９ 

 

10 
 

11 

ＢＷＲ燃料集合体 
未定 未定 未定 未定 未定 

 
未定 ＰＷＲ燃料集合体 

計 
（注１）現時点における加工の事業の開始の日以後５年以内

の日を含む事業年度とした。 
（注２）「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律」第45条に規定する使用済燃料再処理

等実施中期計画に基づきウラン・プルトニウム混合

酸化物燃料加工を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定加工数量は、経済産業大臣が認可する使

用済燃料再処理等実施中期計画に基づいて記

載することとしており、認可済みの当該計画

に定めがない年度については「未定」とする 

（注１）は、イ．項の事業開始時期を踏まえ

た、記載の差異 

【今後の変更】 

予定加工数量は、現在、使用済み燃料再処

理機構が申請中の「使用済燃料再処理等中期

計画」が認可された場合、当該計画の数値と

する予定 

具体的には、令和６年度および令和７年度

については当該計画における計画値とし、令

和８年度および令和９年度については当該計

画において参考値のため、当社がＭＯＸ燃料

加工施設の運転見通しや設備の更新時期等を

考慮の上で、技術的に達成可能な加工可能量

を記載する 

また、当該計画に定めがない令和 10 年度お

よび令和 11 年度は「未定」とする 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類一「事業計画」前後対比表 
 

添付書類一 事業計画－3 

 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

ハ．変更の工事に要する資金の額及びその調達計画 
 
(イ) 工事に要する資金の額 

 金額（億円） 
工事に要する資金の額 3,909 

 

(ロ) 工事に要する資金の調達計画 

 （単位：億円） 

年度 

摘要 

平成 

～30 

令和 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

合計 

工事資金 3,909 

調

達

計

画 

自己資金 

借入金 

０ 

3,909 

合計 3,909 

備考 借入金の調達は，政策投資銀行資金及び一般借

入金による。 
ハ．(ロ)に記載の工事に要する資金は，金融機関からの借入

金により調達を行う。 

借入金に関しては，事業許可以降，単年度で最大 1,240 億円

の資金調達実績があり，調達は十分可能なものであり，資金調

達能力を有している。 
当社が行うＭＯＸ燃料加工事業は，「原子力発電における使

用済燃料の再処理等の実施に関する法律」（以下「再処理等拠

出金法」という。）に基づき使用済燃料再処理機構（以下「再

処理機構」という。）が行う業務の一部として委託される予定

である。 
再処理等拠出金法においては，再処理機構はＭＯＸ燃料加工

事業を実施するために必要な資金を確保することが定められて

いる。再処理機構は，2018 年４月に経済産業大臣認可を受けた

「使用済燃料再処理等実施中期計画」において当社にＭＯＸ燃

料加工を委託することを前提としており，当社と再処理機構と

の間で，ＭＯＸ燃料加工事業に係る委託契約を締結する高い蓋

然性がある。 
借入金については，再処理機構との間で締結予定の委託契約

に基づき支払われる料金により返済を行う。 
 

ハ．変更の工事に要する資金の額及びその調達計画 

本変更については工事を伴わないため，これに係る資金は要し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事は発生せず、資金調達を要しないことに

よる差異 

【今後の変更】 

工事は発生せず、資金を要しないものの、

建設工事中であることから、工事に要する資

金の調達が可能であることを示すため、工事

に要する資金額、調達計画を変更する 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類一「事業計画」前後対比表 
 

添付書類一 事業計画－4 

 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

ニ．変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後５年内の日を

含む毎事業 
年度における資金計画及び事業の収支見積り 

 
(イ) 資金計画 

（単位：億円） 
年度 

摘要 
令和 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

 
８ 

 
９ 

需

要 

工事資金 
債務償還 
計 

調

達 

資本金 
減価償却費等 
借入金 
計 

繰越金の累計 

備考 工事資金には，改良・リプレイス工事資

金を含む。 
 
(ロ) 事業の収支見積り 

（単位：億円） 
年度 

摘要 
令和 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

 
８ 

 
９ 

収益 

総

費

用 

製造原価 
一般管理費 
支払利息等 
計 

損益 

損益の累計 

備考 
令和 19 年度に累損の解消を見込んでい

る。 

 
ニ.（イ）に記載の工事に要する資金は，金融機関からの借入

金により調達を行うとともに，借入金については再処理機構との

ニ．変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後５年内の日を

含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り 

本変更については工事を伴わないため，これに係る資金は要し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事は発生しないことによる差異 

【今後の変更】 

加工事業開始以降も事業遂行に係る資金計

画等に影響がないことを示すため、ＭＯＸ燃

料加工施設の事業開始以後５年内の資金計画

および事業の収支見積りを変更する 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類一「事業計画」前後対比表 
 

添付書類一 事業計画－5 

 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

間で締結予定のＭＯＸ燃料加工事業に係る委託契約に基づき支払

われる料金により返済を行う。 

加工の事業の開始の日までに発生する累損も，再処理機構か

らの料金により解消する。 

 

 

ホ．変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後５年内の日を

含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量

及びその取得計画 
(イ) 加工に要する核燃料物質の種類別の数量 

（単位：ｔ･ＨＭ） 
年

度 
種類 

令和 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

 
８  

９ 

原料ＭＯＸ粉末 
原料ウラン粉末 
ウラン燃料棒 
計 

 
 
 
(ロ) 取得計画 

原料ＭＯＸ粉末 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 国内電力会社からの支給 
原料ウラン粉末 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 当社所有物 
ウラン燃料棒 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 社外からの調達 

 

 

 

 

 

 

ホ．変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後５年内の日を

含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量

及びその取得計画 

(イ) 加工に要する核燃料物質の種類別の数量 

 （単位：ｔ･ＨＭ） 

年度 

（注） 
種類 

令和 
６ 

 
７ 

 
８ 

 
９ 

 

10 

 

11 

原料ＭＯＸ粉末 

未定 未定 未定 未定 未定 未定 
原料ウラン粉末 
ウラン燃料棒 
計 

（注）現時点における加工の事業の開始の日以後５年以内の

日を含む事業年度とした。 
 

 

(ロ) 取得計画 

原料ＭＯＸ粉末 ················ 国内電力会社からの支給 

原料ウラン粉末 ················ 当社所有物 

ウラン燃料棒 ·················· 社外からの調達 

 

 

 

 

加工に要する核燃料物質の種類別の数量は

ロ．項の予定加工数量と燃料体の型式に応じ

て決まることから、ロ．項の予定加工数量と

同様に「未定」とする 

（注）は、イ．項の事業開始時期を踏まえ

た、記載の差異 

【今後の変更】 

ロ．項と同様に反映 

 

 

 

 

【今後の変更】 

「国内電力会社」を「特定実用発電用原子

炉等設置者」に修正 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－1 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

イ．変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術

による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要 

(イ) 当社は，平成10年12月から約２年間，核燃料サイクル開発機構

（現，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）の協力を得な

がら，国内ＭＯＸ燃料加工事業に関する調査及び検討を実施し

た。これにより，ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設

（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）の基本仕様，採用技術

の評価，選択等に係る技術情報を取得してきた。これらの成果を

評価及び検討した結果，加工実績，技術の信頼性，運転経験等に

鑑み，平成12年11月にＭＯＸ燃料加工の事業化に着手することを

決定した。 

 

(ロ) 当社は，我が国で唯一プルトニウムの取扱経験等を有する核燃

料サイクル開発機構（現，国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構）と「ＭＯＸ燃料加工施設の建設・運転等に関する技術協力

協定」（平成12年12月27日）を契約締結し，国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構が蓄積してきた実績，経験等を利用する権

利を確保している。 

 

(ハ) 当社は，ＭＯＸ燃料製造で商業規模の実績を有するフランスの

ＣＯＧＥＭＡ社（現，Ｏｒａｎｏ  Ｃｙｃｌｅ社）と

「TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT RELATED TO THE MIMAS PROCESS 

FOR THE JNFL MOX FUEL FABRICATION PLANT J-MOX」（平成13年４

月27日）を契約締結し，ＭＩＭＡＳ法の技術使用権を取得すると

ともに，同社のＭＥＬＯＸ工場における運転経験データ等を取得

してきた。その後，新たに「SUPPORT TO J-MOX FRAMEWORK 

AGREEMENT between AREVA NC and JNFL」（平成26年３月４日）

を契約締結し，ＭＥＬＯＸ工場の試運転及び操業初期の情報，最

新の運転経験データ等の提供を受ける権利を確保している。 

また，「SUPPORT SERVICES AGREEMENT」（平成29年12月30日）

を契約締結し，定期的な意見交換の実施等，技術協力の実施に関

する基本的事項を定めた。 

 

イ．変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術

による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要 

(イ) 当社は，平成10年12月から約２年間，核燃料サイクル開発機構

（現，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）の協力を得な

がら，国内ＭＯＸ燃料加工事業に関する調査及び検討を実施し

た。これにより，ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設

（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）の基本仕様，採用技術

の評価，選択等に係る技術情報を取得してきた。これらの成果を

評価及び検討した結果，加工実績，技術の信頼性，運転経験等に

鑑み，平成12年11月にＭＯＸ燃料加工の事業化に着手することを

決定した。 

 

(ロ) 当社は，我が国で唯一プルトニウムの取扱経験等を有する核燃

料サイクル開発機構（現，国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構）と「ＭＯＸ燃料加工施設の建設・運転等に関する技術協力

協定」（平成12年12月27日）を契約締結し，国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構が蓄積してきた実績，経験等を利用する権

利を確保している。 

 

(ハ) 当社は，ＭＯＸ燃料製造で商業規模の実績を有するフランスの

ＣＯＧＥＭＡ社（現，Ｏｒａｎｏ Ｒｅｃｙｃｌａｇｅ社）と

「TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT RELATED TO THE MIMAS PROCESS 

FOR THE JNFL MOX FUEL FABRICATION PLANT J-MOX」（平成13年

４月27日）を契約締結し，ＭＩＭＡＳ法の技術使用権を取得する

とともに，同社のＭＥＬＯＸ工場における運転経験データ等を取

得してきた。その後，新たに「SUPPORT TO J-MOX FRAMEWORK 

AGREEMENT between AREVA NC and JNFL」（平成26年３月４日）

を契約締結し，ＭＥＬＯＸ工場の試運転及び操業初期の情報，最

新の運転経験データ等の提供を受ける権利を確保している。 

また，「SUPPORT SERVICES AGREEMENT」（平成29年12月30日）

を契約締結し，定期的な意見交換の実施等，技術協力の実施に関

する基本的事項を定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏国事業者の社名変更を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－2 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(ニ) 当社は，国内で唯一のＢＷＲ及びＰＷＲ用ウラン加工メーカで

ある原子燃料工業株式会社と「国内ＭＯＸ燃料加工施設の設計・

建設等に係わるエンジニアリング基本契約」（平成13年６月８

日）を契約締結し，さらに，緊密な技術的協力を受けるため，

「ＭＯＸ燃料に関する事業協力協定」（平成19年３月12日）へ契

約変更し，ＭＯＸ燃料加工施設の設計，工事及び運転に必要とな

る技術支援役務の提供を受ける権利を確保している。 

 

(ホ) 当社が採用するＭＯＸ燃料加工技術は，国内外で実績を有する

乾式の技術である。ＭＯＸ燃料加工施設の設計，工事及び運転に

当たっては，国内のウラン燃料加工事業で実績のあるウラン加工

メーカの技術を活用するとともに，プルトニウムの安全取扱等の

技術については，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の技

術を活用する。また，ＭＯＸ燃料加工の主要工程の一つである粉

末調整工程については，100t･ＨＭ／年級の商業規模で実績のあ

るＯｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社の技術を導入する。 

 

ロ．変更に係る主たる技術者の履歴 

当社は，新卒採用した技術者を当社施設の設計及び工事並びに運

転及び保守の業務に従事させることにより，また，原子力発電所の

設計及び工事並びに運転及び保守の経験を積んだ電力会社，我が国

唯一のＭＯＸ燃料製造施設の設計及び工事並びに運転及び保守の経

験を有する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構，原子力発電

所を始めとする原子力施設の設計及び工事の経験を有するメーカ，

エンジニアリング各社からの移籍等により，原子力工学，核燃料工

学，放射線管理，土木工学，建築工学等の専門的知識及び経験を有

する技術者を擁している。 

本変更に係る当社の主たる技術者及びその履歴は，添２第１表に

示すとおりである。 

 

 

 

 

(ニ) 当社は，国内で唯一のＢＷＲ及びＰＷＲ用ウラン加工メーカで

ある原子燃料工業株式会社と「国内ＭＯＸ燃料加工施設の設計・

建設等に係わるエンジニアリング基本契約」（平成13年６月８

日）を契約締結し，さらに，緊密な技術的協力を受けるため，

「ＭＯＸ燃料に関する事業協力協定」（平成19年３月12日）へ契

約変更し，ＭＯＸ燃料加工施設の設計，工事及び運転に必要とな

る技術支援役務の提供を受ける権利を確保している。 

 

(ホ) 当社が採用するＭＯＸ燃料加工技術は，国内外で実績を有する

乾式の技術である。ＭＯＸ燃料加工施設の設計，工事及び運転に

当たっては，国内のウラン燃料加工事業で実績のあるウラン加工

メーカの技術を活用するとともに，プルトニウムの安全取扱等の

技術については，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の技

術を活用する。また，ＭＯＸ燃料加工の主要工程の一つである粉

末調整工程については，100t･ＨＭ／年級の商業規模で実績のあ

るＯｒａｎｏ Ｒｅｃｙｃｌａｇｅ社の技術を導入する。 

 

ロ．変更に係る主たる技術者の履歴 

当社は，新卒採用した技術者を当社施設の設計及び工事並びに運

転及び保守の業務に従事させることにより，また，原子力発電所の

設計及び工事並びに運転及び保守の経験を積んだ電力会社，我が国

唯一のＭＯＸ燃料製造施設の設計及び工事並びに運転及び保守の経

験を有する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構，原子力発電

所を始めとする原子力施設の設計及び工事の経験を有するメーカ，

エンジニアリング各社からの移籍等により，原子力工学，核燃料工

学，放射線管理，土木工学，建築工学等の専門的知識及び経験を有

する技術者を擁している。 

本変更に係る当社の主たる技術者及びその履歴は，添２第１表に

示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏国事業者の社名変更を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－3 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

添２第１表 主たる技術者の履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

添２第１表 主たる技術者の履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時点（令和３年 12 月１日現在）の差異 

【今後の変更】 

補正時点に更新 

 

生年月日の追加 

 

 

（以降，第１表について同様であるため，「添付書類

二 技術的能力－3と同様」と記載） 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－4 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－5 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－6 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－7 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－8 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－9 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－10 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－11 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類二 技術的能力－3と同様 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－12 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

ハ．その他変更後における加工に関する技術的能力に関する事項 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組

織，技術者の確保，経験，品質保証活動，技術者に対する教育及び訓

練並びに有資格者等の選任及び配置については次のとおりである。 

 

(イ) 設計及び工事並びに運転及び保守のための組織 

本変更後におけるＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転

及び保守に係る業務は，添２第１図に示すＭＯＸ燃料加工施設の加

工の事業に関係する部署にて添２第２表のとおり分掌する。 

これらの組織は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」第22条第１項の規定に基づき認可を得る再処理事業所ＭＯ

Ｘ燃料加工施設保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められ

た業務所掌に基づき，明確な役割分担の下でＭＯＸ燃料加工施設の設

計及び工事並びに運転及び保守に係る業務を適確に実施する。 

本変更後における設計及び工事の業務については，燃料製造事業

部の各部署が実施する。 

施設に係る設計及び工事に関する業務について，施設の建設計画

に関する業務は燃料製造計画部が実施する。建設計画に基づく土木

建築及び機電に関する業務に係る設計については，燃料製造計画部

及び燃料製造建設所が実施し，工事については，燃料製造建設所が

実施する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と既存施設（他事業との共用施設を含む。）

との繋ぎ込みに関する既存施設の工事は，各所管設備担当部署が責

任箇所として実施する。 

なお，他事業との共用施設に係る設計及び工事に関する業務の実

施主体，責任範囲は，それぞれの事業の担当部署の間で明確にし実

施する。 

本変更後における運転及び保守の業務については，燃料製造事業

部の各部署が実施する。 

試験運転を含む運転に関する操作，巡視，点検等の業務は，燃料

製造建設所が実施する。 

機械，電気，計装設備，建物及び構築物の保守の業務は，燃料製

造建設所が実施する。 

ハ．その他変更後における加工に関する技術的能力に関する事項 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組

織，技術者の確保，経験，品質保証活動，技術者に対する教育及び訓

練並びに有資格者等の選任及び配置については次のとおりである。 

 

(イ) 設計及び工事並びに運転及び保守のための組織 

本変更後におけるＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転

及び保守に係る業務は，添２第１図に示すＭＯＸ燃料加工施設の加

工の事業に関係する部署にて添２第２表のとおり分掌する。 

これらの組織は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」第22条第１項の規定に基づき認可を得る再処理事業所ＭＯ

Ｘ燃料加工施設保安規定（以下「保安規定」という。）等で定められ

た業務所掌に基づき，明確な役割分担の下でＭＯＸ燃料加工施設の設

計及び工事並びに運転及び保守に係る業務を適確に実施する。 

本変更後における設計及び工事の業務については，燃料製造事業

部の各部署が実施する。 

施設に係る設計及び工事に関する業務について，施設の建設計画

に関する業務は燃料製造計画部が実施する。建設計画に基づく土木

建築及び機電に関する業務に係る設計については，燃料製造計画部

及び燃料製造建設所が実施し，工事については，燃料製造建設所が

実施する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と既存施設（他事業との共用施設を含む。）

との繋ぎ込みに関する既存施設の工事は，各所管設備担当部署が責

任箇所として実施する。 

なお，他事業との共用施設に係る設計及び工事に関する業務の実

施主体，責任範囲は，それぞれの事業の担当部署の間で明確にし実

施する。 

本変更後における運転及び保守の業務については，燃料製造事業

部の各部署が実施する。 

試験運転を含む運転に関する操作，巡視，点検等の業務は，燃料

製造建設所が実施する。 

機械，電気，計装設備，建物及び構築物の保守の業務は，燃料製

造建設所が実施する。 

変更なし 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－13 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

地震，竜巻，火山等の自然現象等による被害（以下「自然災害

等」という。），ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故に至るおそ

れがある事故（設計基準事故を除く。）若しくは重大事故（以下

「重大事故等」という。），大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによるＭＯＸ燃料加工施設の大規

模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合に対処す

るために必要な体制の整備については，核燃料物質の搬入を開始す

る前までに保安規定等において具体的に記載する方針とする。 

自然災害等，重大事故等及び大規模損壊の非常事態に際しては，

適確に対処するため，再処理事業部長（原子力防災管理者）を本部

長とした保安規定に基づく非常時対策組織及び事象の進展に応じて

「原子力災害対策特別措置法」第７条第１項の法に基づく再処理事

業所再処理事業部原子力事業者防災業務計画における原子力防災組

織を構築し対応できるよう，あらかじめ体制を整備する。 

自然災害等，重大事故等又は大規模損壊が発生した場合は，非常時

対策組織又は原子力防災組織の要員にて初動活動を行い，本部長の指

示の下，参集した要員が役割分担に応じて対処する方針とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設事業変更許可申請を伴う変更，保安規定の申

請等について，他事業等の代表者を含む委員によって，全社的観点

（他事業との整合性等）から保安上の基本方針を審議する品質・保

安会議（副社長（安全担当）が議長）を設置する。また，ＭＯＸ燃

料加工施設に係る保安活動の計画について，ＭＯＸ燃料加工施設に

係る保安業務全体の観点から保安に係る基本的な計画の妥当性を審

議する品質保証推進会議（燃料製造事業部長が主査）を設置する。

品質保証推進会議では，ＭＯＸ燃料加工施設の事業変更許可申請，

設計及び工事の計画の認可の申請並びに保安規定の申請の実施の妥

当性についても審議する。品質・保安会議及び品質保証推進会議に

より保安活動に関する必要な事項について審議するとともに，品

質・保安会議及び品質保証推進会議からの指示事項に対する実施状

況及び処置状況を監理する。保安規定の認可を得た以降は，品質保

証推進会議に代えて燃料製造安全委員会（燃料製造事業部長が委員

長を任命）を設置し，技術的専門性を有した委員によって，品質保

証推進会議での審議事項を本委員会で審議するとともに，指示事項

地震，竜巻，火山等の自然現象等による被害（以下「自然災害

等」という。），ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故に至るおそ

れがある事故（設計基準事故を除く。）若しくは重大事故（以下

「重大事故等」という。），大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによるＭＯＸ燃料加工施設の大規

模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合に対処す

るために必要な体制の整備については，核燃料物質の搬入を開始す

る前までに保安規定等において具体的に記載する方針とする。 

自然災害等，重大事故等及び大規模損壊の非常事態に際しては，

適確に対処するため，再処理事業部長（原子力防災管理者）を本部

長とした保安規定に基づく非常時対策組織及び事象の進展に応じて

「原子力災害対策特別措置法」第７条第１項の法に基づく再処理事

業所再処理事業部原子力事業者防災業務計画における原子力防災組

織を構築し対応できるよう，あらかじめ体制を整備する。 

自然災害等，重大事故等又は大規模損壊が発生した場合は，非常時

対策組織又は原子力防災組織の要員にて初動活動を行い，本部長の指

示の下，参集した要員が役割分担に応じて対処する方針とする。 

加工事業変更許可申請を伴う変更，保安規定の変更等について，

他事業等の代表者を含む委員によって，全社的観点（他事業との整

合性等）から保安上の基本方針を審議する品質・保安会議（副社長

（安全担当）が議長）を設置する。また，技術的専門性を有した委

員によって，ＭＯＸ燃料加工施設に係る保安業務全体の観点から保

安に係る基本的な計画の妥当性を審議する燃料製造安全委員会（燃

料製造事業部長が委員長を任命）を設置する。本会議及び本委員会

により保安活動に関する必要な事項について審議するとともに，本

会議及び本委員会からの指示事項に対する実施状況及び処置状況を

監理する。社長が行う加工の事業に関する品質マネジメントシステ

ムに係る業務の補佐は，安全・品質本部が実施する。品質マネジメ

ントシステムに係る内部監査は，監査室が実施する。また，品質マ

ネジメントシステムに係る活動の実施状況を確認し，経営として評

価，審議するため，安全・品質改革委員会（社長が委員長）を設置

する。                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書の正式名称に修正 

【今後の変更】 

現時点の保安規定※の第 10 条第２項（品質・保安会

議の議長）を反映（令和４年６月 22 日付け原規規発第

22062210 号） 

※参考資料１参照 

 

保安規定の認可を受け，品質保証推進会議に代えて保

安規定※の第 11 条に基づく燃料製造安全委員会となっ

たため反映（令和２年９月 16 日付け原規規発第

2009163 号） 

※参考資料２参照 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－14 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

に対する実施状況及び処置状況を監理する。社長が行う加工の事業

に関する品質保証を補佐する業務は，安全・品質本部が実施する。

品質保証に係る内部監査は，監査室が実施する。また，品質保証活

動の実施状況を確認し，経営として評価，審議するため，安全・品

質改革委員会（社長が委員長）を設置する。 

以上のとおり，本変更後における設計及び工事を適確に遂行する

に足りる，役割分担が明確化された組織を適切に構築している。ま

た，運転及び保守，自然災害等，重大事故等及び大規模損壊の対応

を適確に遂行するに足りる，役割分担が明確化された組織を適切に

構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

添２第１図 組織図 

 

 

                              

                              

                              

                              

                               

以上のとおり，本変更後における設計及び工事を適確に遂行する

に足りる，役割分担が明確化された組織を適切に構築している。ま

た，運転及び保守，自然災害等，重大事故等及び大規模損壊の対応

を適確に遂行するに足りる，役割分担が明確化された組織を適切に

構築する。 

 

 

 

添２第１図 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時点（令和３年 12 月１日現在）の体制による

差異 

【今後の変更】 

補正時点の体制を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－15 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

添２第２表 ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守

に係る業務の分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添２第２表 ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守

に係る業務の分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－16 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(ロ) 設計及び工事並びに運転及び保守に係る技術者の確保 

(１) 技術者数 

令和２年９月１日現在，ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並

びに運転及び保守に従事する技術者を384人確保している。これ

らの加工の事業に係る技術者の専攻の内訳は，電気，機械，金

属，原子力，化学等であり，事業の遂行に必要な分野を網羅して

いる。 

技術者の専攻別内訳を添２第３表に示す。 

 

添２第３表 技術者の専攻別内訳 

 

 

 

 

 

 

(２) 在籍技術者の原子力関係業務従事年数 

令和２年９月１日現在における在籍特別管理職（課長以上）及

びそれ以外の在籍技術者の原子力関係業務従事年数は，添２第４

表のとおりである。 

 

添２第４表 技術者の原子力関係業務従事年数 

 

 

 

(ロ) 設計及び工事並びに運転及び保守に係る技術者の確保 

(１) 技術者数 

令和３年12月１日現在，ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並

びに運転及び保守に従事する技術者を484人確保している。これ

らの加工の事業に係る技術者の専攻の内訳は，電気，機械，金

属，原子力，化学等であり，事業の遂行に必要な分野を網羅して

いる。 

技術者の専攻別内訳を添２第３表に示す。 

 

添２第３表 技術者の専攻別内訳 

 

 

 

 

 

 

(２) 在籍技術者の原子力関係業務従事年数 

令和３年12月１日現在現在における在籍特別管理職（課長以

上）及びそれ以外の在籍技術者の原子力関係業務従事年数は，添

２第４表のとおりである。 

 

添２第４表 技術者の原子力関係業務従事年数 

 

 

 

 

 

 

申請時点（令和３年 12 月１日現在）の差異 

（以下，人数について同様） 

【今後の変更】 
補正時点の人数を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－17 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(３) 有資格者数 

令和２年９月１日現在における国家資格取得者数は，添２第５

表のとおりである。 

 

添２第５表 技術者の国家資格取得者数 

 

 

また，自然災害等，重大事故等及び大規模損壊への対応につい

て検討した結果，大型自動車運転免許等の資格を必要とする重機

等の操作が必要であるため，必要な資格を抽出し，その有資格者

を確保する。ＭＯＸ燃料加工施設における自然災害等，重大事故

等及び大規模損壊の対応に必要な大型自動車等を運転する資格を

有する技術者を延べ150人確保する。 

 

(４) 配置 

業務の各工程に応じて上記の技術者及び有資格者を必要な人数

配置する。技術者については，今後想定する設計及び工事並びに

運転及び保守の状況も勘案した上で，採用，教育及び訓練を行う

ことにより継続的に確保するとともに，有資格者についても，各

種資格取得を奨励することにより必要な数の資格取得者を確保し

ていく。 

 

以上のとおり，設計及び工事に必要な技術者及び有資格者を確保

している。 

今後とも設計及び工事並びに運転及び保守，自然災害等，重大事

故等及び大規模損壊の対応を適切に行うための技術者を確保し，円

滑，かつ，確実な業務遂行を図るため，必要な教育及び訓練を行う

とともに，採用を通じ，必要な技術者及び有資格者を継続的に確保

し，配置する。 

 

(３) 有資格者数 

令和３年12月１日現在における国家資格取得者数は，添２第５

表のとおりである。 

 

添２第５表 技術者の国家資格取得者数 

 

 

また，自然災害等，重大事故等及び大規模損壊への対応につい

て検討した結果，大型自動車運転免許等の資格を必要とする重機

等の操作が必要であるため，必要な資格を抽出し，その有資格者

を確保する。ＭＯＸ燃料加工施設における自然災害等，重大事故

等及び大規模損壊の対応に必要な大型自動車等を運転する資格を

有する技術者を延べ140人確保する。 

 

(４) 配置 

業務の各工程に応じて上記の技術者及び有資格者を必要な人数

配置する。技術者については，今後想定する設計及び工事並びに

運転及び保守の状況も勘案した上で，採用，教育及び訓練を行う

ことにより継続的に確保するとともに，有資格者についても，各

種資格取得を奨励することにより必要な数の資格取得者を確保し

ていく。 

 

以上のとおり，設計及び工事に必要な技術者及び有資格者を確保

している。 

今後とも設計及び工事並びに運転及び保守，自然災害等，重大事

故等及び大規模損壊の対応を適切に行うための技術者を確保し，円

滑，かつ，確実な業務遂行を図るため，必要な教育及び訓練を行う

とともに，採用を通じ，必要な技術者及び有資格者を継続的に確保

し，配置する。 

 

 

申請時点（令和３年 12 月１日現在）の差異 

（以下，人数について同様） 

【今後の変更】 
補正時点の人数を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窒素濃縮空気供給車の使用がなくなったため，それに

必要なけん引免許保有者（10 名）の確保が不要となっ

たため 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－18 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(ハ) 設計及び工事並びに運転及び保守の経験 

当社は，平成22年に加工の事業の許可を受け，これまでにＭＯ

Ｘ燃料加工施設の設計及び工事を行ってきた経験を有するととも

に，再処理施設，原子力発電所，ウラン加工施設等の原子力施設

における工事経験を有する技術者を確保している。また，ＭＯＸ

燃料加工施設の運転及び保守の経験については，国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（プルトニ

ウム燃料技術開発センター），フランスＯｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ

社ＭＯＸ燃料加工施設等の国内外の研修機関における運転及び保

守に係る研修により経験を継続的に蓄積しており，今後も積み上

げていくとともに，ＭＯＸ燃料加工施設に係る作動試験等を通

じ，運転及び保守に必要な経験を取得させる。 

なお，令和２年９月１日現在における在籍技術者のうち，国内

外の主な機関への研修及び社内研修で原子力技術を習得した者

は，添２第６表に示すとおりである。 

 

添２第６表 機関別研修者数 

 

 

さらに，当社は，国内外の関連施設との情報交換，トラブル対

応に関する情報収集及び活用により，設計及び工事並びに運転及

(ハ) 設計及び工事並びに運転及び保守の経験 

当社は，平成22年に加工の事業の許可を受け，これまでにＭＯ

Ｘ燃料加工施設の設計及び工事を行ってきた経験を有するととも

に，再処理施設，原子力発電所，ウラン加工施設等の原子力施設

における工事経験を有する技術者を確保している。また，ＭＯＸ

燃料加工施設の運転及び保守の経験については，国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（プルトニ

ウム燃料技術開発センター），フランスＯｒａｎｏ Ｒｅｃｙｃ

ｌａｇｅ社ＭＯＸ燃料加工施設等の国内外の研修機関における運

転及び保守に係る研修により経験を継続的に蓄積しており，今後

も積み上げていくとともに，ＭＯＸ燃料加工施設に係る作動試験

等を通じ，運転及び保守に必要な経験を取得させる。 

なお，令和３年12月１日現在における在籍技術者のうち，国内

外の主な機関への研修及び社内研修で原子力技術を習得した者

は，添２第６表に示すとおりである。 

 

添２第６表 機関別研修者数 

 

 

さらに，当社は，国内外の関連施設との情報交換，トラブル対

応に関する情報収集及び活用により，設計及び工事並びに運転及

 

 

 

 

 

 

 

仏国事業者の社名変更を反映 

 

 

 

 

申請時点（令和３年 12 月１日現在）の差異 

（以下，人数について同様） 

【今後の変更】 
補正時点の人数を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－19 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

び保守の経験を継続的に蓄積しており，今後も積み上げていく。 

新規制基準の施行を踏まえ，自然災害等対策，重大事故等対策

及び大規模損壊対策について検討し，基本設計等を実施してい

る。また，これらの対策を運用する体制，手順についても整備し

ていく。 

設計及び工事並びに運転及び保守の経験として，当社で発生し

たトラブル情報や国内外のトラブルに関する経験や知識について

も継続的に積み上げている。 

 

以上のとおり，設計及び工事の経験を十分に有しており，今後

も継続的に技術者を確保するため技術の継承を実施し経験を積み

上げていく。また，運転及び保守についても継続的に技術者を確

保するため，技術の継承を実施し経験を積み上げていく。 

 

(ニ) 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守の各段

階における品質保証活動に関して，「原子力発電所における安全

のための品質保証規程（ＪＥＡＣ4111－2009）」及び「加工施設

に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその

検査のための組織の技術基準に関する規則」（平成25年原子力規

制委員会規則第18号）に基づき，安全文化の醸成活動並びに関係

法令及び保安規定の遵守に対する意識向上を図るための活動を含

めた品質マネジメントシステムを確立，実施，維持するととも

に，有効性を継続的に改善する。また，品質マネジメントシステ

ムを品質保証計画として定めるとともに，品質保証計画書として

文書化する。 

 

 

 

 

 

 

 

び保守の経験を継続的に蓄積しており，今後も積み上げていく。 

新規制基準の施行を踏まえ，自然災害等対策，重大事故等対策

及び大規模損壊対策について検討し，基本設計等を実施してい

る。また，これらの対策を運用する体制，手順についても整備し

ていく。 

設計及び工事並びに運転及び保守の経験として，当社で発生し

たトラブル情報や国内外のトラブルに関する経験や知識について

も継続的に積み上げている。 

 

以上のとおり，設計及び工事の経験を十分に有しており，今後

も継続的に技術者を確保するため技術の継承を実施し経験を積み

上げていく。また，運転及び保守についても継続的に技術者を確

保するため，技術の継承を実施し経験を積み上げていく。 

 

(ニ) 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動 

ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守の各段

階における品質マネジメントシステムに係る活動に関して，「原

子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準

に関する規則」（令和２年原子力規制委員会規則第２号）及び

「同規則の解釈」に基づき，品質マネジメントシステムを確立

し，実施し，実効性を維持するため，継続的に改善する。また，

品質マネジメントシステムを品質マネジメントシステム計画とし

て定めるとともに，品質マニュアルとして文書化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

品質管理基準規則の施行に伴う規則名の反映 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第四条第１項（品質マネジメント

システムに係る要求事項）に基づく実効性の維持に

ついて反映。また，変更前の「安全文化の醸成活動

並びに関係法令及び保安規定の遵守に対する意識向

上を図るための活動を含めた」の記載については，

変更後の品質マネジメントシステムにこれらの活動

が包含されていること及び安全文化に係る活動に関

しては品質方針（本前後対比表 添付書類二 技術

的能力－24 ページ参照）に示すとおり変更後も継続

して実施することを記載していることから削除す

る。） 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－20 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

社長は，品質保証活動の実施に関する責任と権限を有し，最高

責任者として法令の遵守及び原子力安全の重要性を含めた品質方

針を設定し，文書化して組織内に周知する。 

 

なお，設計及び工事並びに運転及び保守の各段階における品質

保証活動のうち，原子力利用における安全対策の強化のための

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の

一部を改正する法律に基づき申請する保安規定施行後の活動につ

いては，「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の基準に関する規則」（令和２年原子力規制委員会規則第

２号）にしたがい実施する。 

 

(１) 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動の体制 

 

品質保証活動については，業務に必要な社内規程を定めるとと

もに，文書体系を構築している。 

 

当社は，文書化された品質保証計画書に基づき，社長をトップ

マネジメントとし，監査室長，安全・品質本部長及び燃料製造事

業部長を管理責任者とした品質保証体制を構築する。また，監査

室を社長直属の組織とする，特定の取締役による監査室への関与

を排除するとともに監査対象組織である保安組織を構成する部署

から物理的に離隔する等により，監査室の独立性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社長は，品質マネジメントシステムに係る活動の実施に関する

責任と権限を有し，最高責任者として法令の遵守及び原子力安全

の重要性を含めた品質方針を設定し，文書化して組織内に周知す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 設計及び工事並びに運転及び保守における品質マネジメント

システムに係る活動の体制 

品質マネジメントシステムに係る活動については，業務に必要

な社内規程を定めるとともに，文書体系を構築している。 

 

当社は，文書化された品質マニュアルに基づき，社長をトップ

マネジメントとし，監査室長，調達室長，安全・品質本部長及び

燃料製造事業部長を管理責任者とした品質マネジメントシステム

に係る体制を構築する。また，監査室を社長直属の組織とする，

特定の取締役による監査室への関与を排除するとともに内部監査

の対象となり得る部門から物理的に離隔する等により，監査室の

独立性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証計画書」から「品質マニュアル」） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

本申請では，原子力利用における安全対策の強化のため

の「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」等の一部を改正する法律に基づき申請し認可され

た保安規定施行後の活動を主体とした記載にしているた

め，「なお書き」は削除する。 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証計画書」から「品質マニュアル」） 

 

調達室の保安組織編入の反映。 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証体制」から「品質マネジメントシステム

に係る体制」） 

 

申請時点の保安規定※の第５条「5.5.1 責任及び権限

(３)」の表現を反映（令和２年９月 16 日付け原規規発

第 2009163 号） 

※参考資料２参照 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－21 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

社長は，品質マネジメントシステムが，引き続き適切で，妥当

で，かつ，有効であることを確実にするため，品質保証活動の実

施状況及び改善の必要性の有無についてマネジメントレビューを

実施し，評価する。また，経営層の立場として品質保証活動の実

施状況を観察及び評価するため，社長を委員長とする安全・品質

改革委員会を設置し，品質保証活動の取組が弱い場合は要員，組

織，予算，購買等の全社の仕組みが機能しているかの観点で審議

を行い，必要な指示及び命令を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査室長は，安全・品質本部長及び燃料製造事業部長が実施す

る業務に関し内部監査を行うとともに，品質方針に基づき品質目

標を設定し，品質保証活動の計画，実施，評価及び継続的な改善

を行い，その状況を社長へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するため，

品質マネジメントシステムに係る活動の実施状況及び改善の必要

性の有無についてマネジメントレビューを実施する。また，品質

マネジメントシステムに係る活動の実施状況を確認し，経営とし

て，観察及び評価するため，社長を委員長とする安全・品質改革

委員会を設置し，品質マネジメントシステムに係る活動の取り組

みが弱い場合は要員，組織，予算，購買等の全社の仕組みが機能

しているかの観点で審議を行い，必要な指示及び命令を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査室長は，調達室長，安全・品質本部長及び燃料製造事業部

長が実施する業務並びに品質・保安会議の審議業務に関し内部監

査を行うとともに，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マ

ネジメントシステムに係る活動の計画，実施，評価確認及び継続

的な改善を行い，その状況を社長へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第十八条（マネジメントレビュ

ー）に基づく実効性の評価について反映） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

申請時点の保安規定※の第 12 条第２項の表現を反映

（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

※参考資料２参照 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

記載の適正化（「取組」から「取り組み」） 

 

調達室の保安組織編入の反映 

 

申請時点の保安規定※の第７条第２項第２号の表現を

反映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

 ※参考資料２参照 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

申請時点の保安規定※の第５条「1 目的」の表現を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

（「評価」から「評価確認」） 

※参考資料２参照 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－22 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

安全・品質本部長は，社長が行う加工の事業に関する品質保証

に係る業務の補佐を行う。また，品質方針に基づき品質目標を設

定し，品質保証活動の計画，実施，評価及び継続的な改善を行

い，その状況を社長へ報告する。さらに，社長の補佐として，各

事業部の品質保証活動が適切に実施されることを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

燃料製造事業部長は，ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並び

に運転及び保守に係る業務を統括する。また，燃料製造事業部長

は，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質保証活動の計画，

実施，評価及び継続的な改善を行い，その状況を燃料製造事業部

長が社長へ報告する。 

 

 

 

 

全社品質保証活動の推進部門である安全・品質本部及び実施部

門である燃料製造事業部，並びに，各部門から独立した監査部門

である監査室の各組織（以下「各業務を主管する組織」とい

う。）の長は，業務の実施に際して，業務に対する要求事項を満

足するように定めた規程類に基づき，責任をもって個々の業務を

実施し，要求事項への適合及び品質保証活動の効果的な運用の証

拠を示すために必要な記録を作成し管理する。 

 

調達室長は，加工の事業に関する調達に係る業務を行うととも

に，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マネジメントシス

テムに係る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行

い，その状況を社長へ報告する。 

安全・品質本部長は，社長が行う加工の事業に関する品質マネ

ジメントシステムに係る業務の補佐を行う。また，品質方針に基

づき品質目標を設定し，品質マネジメントシステムに係る活動の

計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行い，その状況を社長

へ報告する。さらに，社長の補佐として，各事業部の品質マネジ

メントシステムに係る活動が適切に実施されることを支援する。 

 

 

 

 

 

 

燃料製造事業部長は，ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並び

に運転及び保守に係る業務を統括する。また，燃料製造事業部長

は，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質マネジメントシス

テムに係る活動の計画，実施，評価確認及び継続的な改善を行

い，その状況を燃料製造事業部長が社長へ報告する。 

 

 

 

 

各部門から独立した監査部門である監査室，調達部門である調

達室及び全社の品質マネジメントシステムに係る活動の推進部門

である安全・品質本部並びに実施部門である燃料製造事業部の各

組織（以下「各業務を主管する組織」という。）の長は，業務の

実施に際して，業務に対する要求事項を満足するように定めた社

内規程に基づき，責任をもって個々の業務を実施し，要求事項へ

の適合及び品質マネジメントシステムに係る活動の実効性を実証

する記録を作成し管理する。 

調達室の保安組織編入の反映 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証」から「品質マネジメントシステム」） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

申請時点の保安規定※の第５条「1 目的」の表現を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

（「評価」から「評価確認」） 

※参考資料２参照 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

申請時点の保安規定※の第５条「1 目的」の表現を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

（「評価」から「評価確認」） 

※参考資料２参照 

 

各部門の記載順序に対して，申請時点の保安規定※の

第７条第２項第２，３，５，６号の職務説明順序を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

※参考資料２参照 

 

調達室の保安組織編入の反映 

記載の適正化（「規程類」から「社内規程」） 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－23 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

各業務を主管する組織の長は，製品及び役務を調達する場合，

供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう，要求事項

を提示し，製品及び役務に応じた管理を行う。また，検査，試験

等により調達製品が要求事項を満足していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各業務を主管する組織の長は，不適合が発生した場合，不適合

を除去し，再発防止のために原因を特定した上で，原子力安全に

対する重要度に応じた是正処置を実施する。 

 

 

品質保証推進会議は，ＭＯＸ燃料加工施設に係る保安活動の計

画について，ＭＯＸ燃料加工施設に係る保安業務全体の観点から

保安に係る基本的な計画の妥当性を審議する。また，ＭＯＸ燃料

 

 

 

 

 

 

 

 

各業務を主管する組織の長は，製品及び役務を調達する場合，

供給者において品質マネジメントシステムに係る活動が適切に遂

行されるよう，要求事項を提示し，製品及び役務に応じた管理を

行う。また，検査，試験等により調達物品等が要求事項を満足し

ていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各業務を主管する組織の長は，不適合が発生した場合，不適合

を除去し，再発防止のために原因を特定した上で，原子力の安全

に及ぼす影響に応じた是正処置を実施する。 

 

 

燃料製造安全委員会は，ＭＯＸ燃料加工施設の保安活動につい

て審議を行う。また，品質・保安会議は，全社的な観点から保安

活動及び品質マネジメントシステムに係る活動の重要な事項につ

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第八条第１項（記録の管理）に基

づく実効性を実証する記録について反映） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）に基づき，「調達製品」から「調達物品等」に

変更） 

 

【今後の変更】 

品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）にて，「調達する物品又は役務（以下「調達物品

等」）という。」との記載があることから，これを反

映し，「製品及び役務」から「調達する物品又は役務

（以下「調達物品等」）という。」又は「調達物品

等」に記載を変更する。 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第五十二条第１項（是正処置等）

に基づき，「原子力安全に対する重要度」から「原

子力の安全に及ぼす影響」に変更） 

 

保安規定の認可を受け，品質保証推進会議に代えて保

安規定※の第 11 条に基づく燃料製造安全委員会となっ

たため反映（令和２年９月 16 日付け原規規発第
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－24 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

加工施設の事業変更許可申請，設計及び工事の計画の認可の申請

並びに保安規定の申請の実施の妥当性についても審議する。ま

た，品質・保安会議は，全社的な観点から保安活動及び品質保証

活動方針，品質保証活動に係る重要な事項について審議を行う。

さらに，安全・品質改革委員会は，各部門の品質保証活動の実施

状況を確認し，経営として，観察及び評価を行い，要員，組織，

予算，購買等の仕組みが機能しているか審議する。 

 

 

 

 

社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者として，品質

マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に

改善することの責任と権限を有し，品質方針を設定する。この品

質方針は，安全及び品質の向上のため，技術力の向上，現場第一

主義の徹底を図りつつ，協力会社と一体となって，安全文化を醸

成し品質保証活動の継続的な改善に取り組むこと，さらに，法令

及びルールの遵守はもとより，福島第一原子力発電所事故の教訓

を踏まえ，原子力安全達成に細心の注意を払い，地域の信頼をよ

り強固なものとし，ともに発展していくよう，社員一人ひとりが

責任と誇りを持って業務を遂行することを表明している。また，

品質方針が組織内に伝達され，理解されることを確実にするた

め，社内イントラネットへの掲載，執務室での品質方針ポスター

掲示，携帯用の品質方針カードの配布を実施することにより，全

社品質保証活動の推進部門，実施部門及び監査部門の要員に周知

している。 

 

 

 

 

 

 

 

いて審議を行う。さらに，安全・品質改革委員会は，各部門の品

質マネジメントシステムに係る活動の実施状況を確認し，経営と

して，観察及び評価を行い，要員，組織，予算，購買等の仕組み

が機能しているか審議する。 

 

 

 

 

 

 

 

社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者として，品質

マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に

改善することの責任と権限を有し，品質方針を設定する。この品

質方針は，安全及び品質の向上のため，技術，人及び組織の三要

素を踏まえ，安全文化の向上に取り組むとともに，協力会社と一

体となって，技術力の向上，現場第一主義の徹底を図ること，さ

らに，法令及びルールの遵守はもとより，東京電力株式会社（現

 東京電力ホールディングス株式会社）福島第一原子力発電所事

故の教訓を踏まえ，原子力安全達成に細心の注意を払い，地域の

信頼をより強固なものとし，ともに発展していくよう，社員一人

ひとりが責任と誇りを持って業務を遂行することを表明してい

る。また，品質方針が組織内に伝達され，理解されることを確実

にするため，社内イントラネットへの掲載，執務室での品質方針

ポスター掲示，携帯用の品質方針カードの配布を実施することに

より，監査部門，調達部門，全社の品質マネジメントシステムに

係る活動の推進部門及び実施部門の要員に周知している。 

 

 

 

 

 

 

2009163 号） 

 ※参考資料２参照 

 

申請時点の保安規定※の第 10 条第１項第３号の表現を

反映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

※参考資料２参照 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

品質方針の表現を反映 

（品質管理基準規則第十一条の解釈である「技術的、

人的及び組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原

子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考

慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設

定していること。」に基づく品質方針の反映。） 

 

社名変更を反映 

 

 

各部門の記載順序に対して，申請時点の保安規定※の

第７条第２項第２，３，５，６号の職務説明順序を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

※参考資料２参照 

調達室の保安組織編入の反映 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－25 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

各業務を主管する組織においては，各業務を主管する組織の長

によるレビューを実施し，各業務を主管する組織における社内規

程の改訂に関する事項，品質目標，管理責任者レビューのインプ

ットに関する情報等をレビューする。 

燃料製造事業部長は，実施部門の管理責任者として，実施部門

の各組織のマネジメントレビューのインプットに関する情報を集

約し，評価確認し，マネジメントレビューのインプットとして社

長へ報告する。 

 

また，監査室長は，監査部門の管理責任者として，安全・品質

本部長，燃料製造事業部長が実施する業務に関し内部監査を実施

し，評価確認し，監査結果をマネジメントレビューのインプット

として社長へ報告する。 

 

 

 

 

 

安全・品質本部長は，全社品質保証活動の推進部門の管理責任

者として，社長が行うマネジメントレビューが円滑に実施される

よう補佐するとともに，オーバーサイト結果をマネジメントレビ

ューのインプットとして社長へ報告する。 

 

 

 

 

 

管理責任者のレビューのアウトプットについては，社長のマネ

ジメントレビューへのインプットとするほか，品質目標等の業務

計画の策定及び改訂，社内規程の制定，改訂等により業務へ反映

する。 

社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシ

ステムの有効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプ

各業務を主管する組織においては，各業務を主管する組織の長

によるレビューを実施し，各業務を主管する組織における社内規

程の改訂に関する事項，品質目標，管理責任者レビューのインプ

ットに関する情報等をレビューする。 

 

 

 

 

 

監査室長は，監査部門の管理責任者として，調達室長，安全・

品質本部長，燃料製造事業部長が実施する業務並びに品質・保安

会議の審議業務に関し内部監査を実施し，評価確認し，監査結果

をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。 

 

 

調達室長は，調達部門の管理責任者として，調達部門のマネジ

メントレビューのインプットに関する情報を集約し，評価確認

し，マネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。 

安全・品質本部長は，全社の品質マネジメントシステムに係る

活動の推進部門の管理責任者として，社長が行うマネジメントレ

ビューが円滑に実施されるよう補佐するとともに，オーバーサイ

ト結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告す

る。 

燃料製造事業部長は，実施部門の管理責任者として，品質保証

部長の補佐を受けて，実施部門の各組織のマネジメントレビュー

のインプットに関する情報を集約し，評価確認し，マネジメント

レビューのインプットとして社長へ報告する。 

管理責任者のレビューのアウトプットについては，社長のマネ

ジメントレビューへのインプットとするほか，品質目標等の業務

計画の策定及び改訂，社内規程の制定，改訂等により業務へ反映

する。 

社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシ

ステムの実効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプ

 

 

 

 

各部門の記載順序に対して，申請時点の保安規定※の

第７条第２項第２，３，５，６号の職務説明順序を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

※参考資料２参照 

 

調達室の保安組織編入の反映 

 

申請時点の保安規定※の第７条第２項第２号の表現を

反映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

 ※参考資料２参照 

 

調達室の保安組織編入の反映 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

 

各部門の記載順序に対して，申請時点の保安規定※の

第７条第２項第２，３，５，６号の職務説明順序を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

※参考資料２参照 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「有効性」から「実効性」） 
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添付書類二 技術的能力－26 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

ットを決定する。 

管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウトプッ

トを，各業務を主管する組織の長に通知し，各業務を主管する組

織の長が作成したマネジメントレビューのアウトプットに対する

処置事項を確認して，各業務を主管する組織の長に必要な対応を

指示する。 

各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューのアウト

プットに対する処置事項及び各業務を主管する組織の品質保証活

動の実施状況を評価確認し，次年度の品質目標に反映し，活動す

る。また，管理責任者はそれらの状況を確認する。 

 

品質・保安会議では，品質保証活動方針，品質保証活動状況及

び品質保証活動に係る重要な事項について審議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動 

 

 

 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を，品質保証計画

書にしたがい，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能の重要度を基本と

した品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管

理し，実施し，評価を行い，継続的に改善する。また，製品及び

役務を調達する場合は，重要度等に応じた品質重要度分類にした

がい調達管理を行う。 

 

 

ットを決定する。 

管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウトプッ

トを，各業務を主管する組織の長に通知し，各業務を主管する組

織の長が作成したマネジメントレビューのアウトプットに対する

処置事項を確認して，各業務を主管する組織の長に必要な対応を

指示する。 

各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューのアウト

プットに対する処置事項及び各業務を主管する組織の品質マネジ

メントシステムに係る活動の実施状況を評価確認し，次年度の品

質目標に反映し，活動する。また，管理責任者はそれらの状況を

確認する。 

品質・保安会議では，品質マネジメントシステムに係る重要な

事項について審議する。 

 

 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設の保安活動に関しては，保安規定第

11条に基づく燃料製造安全委員会を開催し，その内容を審議し，

審議結果は業務へ反映する。 

 

 

 

(２) 設計及び工事並びに運転及び保守における品質マネジメント

システムに係る活動 

 

 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を，品質マニュア

ルにしたがい，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能の重要度を基本と

した品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度に応じて管

理し，実施し，評価確認し，継続的に改善する。また，製品及び

役務を調達する場合は，供給者において品質マネジメントシステ

ムに係る活動が適切に遂行されるよう，要求事項を提示し，重要

度等に応じた品質管理グレードにしたがい調達管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

 

申請時点の保安規定※の第 10 条第１項第３号の表現を

反映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

※参考資料２参照 

 

保安規定の認可を受け，品質保証推進会議に代えて保

安規定※の第 11 条に基づく燃料製造安全委員会となっ

たため追加（令和２年９月 16 日付け原規規発第

2009163 号） 

 ※参考資料２参照 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証計画書」から「品質マニュアル」） 

 

申請時点の保安規定※の第５条「1 目的」の表現を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

（「評価」から「評価確認」） 

※参考資料２参照 
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添付書類二 技術的能力－27 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

なお，許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は，当該業

務に係る調達要求事項を追加する。 

各業務を主管する組織の長は，調達製品等が調達要求事項を満

足していることを，検査，試験等により検証する。 

 

 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行する

ため，品質保証計画書にしたがい，関係法令等の要求事項を満足

するよう個々の業務を計画し，実施し，評価を行い，継続的に改

善する。また，製品及び役務を調達する場合は，設計及び工事と

同様に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事並びに運転及び保

守において不適合が発生した場合，不適合を除去し，再発防止の

ために原因を特定した上で，原子力安全に対する重要性に応じた

是正処置を実施する。 

また，製品及び役務を調達する場合は，供給者においても不適

合管理が適切に遂行されるよう仕様書にて要求事項を提示し，不

 

 

 

 

 

 

なお，許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は，当該業

務に係る調達物品等要求事項を追加する。 

各業務を主管する組織の長は，調達物品等が調達物品等要求事

項を満足していることを，検査，試験等により検証する。 

 

 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行する

ため，品質マニュアルにしたがい，関係法令等の要求事項を満足

するよう個々の業務を計画し，実施し，評価確認し，継続的に改

善する。また，製品及び役務を調達する場合は，設計及び工事と

同様に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事並びに運転及び保

守において不適合が発生した場合，不適合を除去し，再発防止の

ために原因を特定した上で，原子力の安全に及ぼす影響に応じた

是正処置を実施する。 

また，製品及び役務を調達する場合は，供給者においても不適

合管理が適切に遂行されるよう仕様書にて要求事項を提示し，不

(１)項に示す体制の記載表現「各業務を主管する組織

の長は，製品及び役務を調達する場合，供給者におい

て品質マネジメントシステムに係る活動が適切に遂行

されるよう，要求事項を提示し，製品及び役務に応じ

た管理を行う。」を反映 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）に基づき，「調達要求事項」から「調達物品等

要求事項」，「調達製品等」から「調達物品等」に

変更） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証計画書」から「品質マニュアル」） 

 

申請時点の保安規定※の第５条「1 目的」の表現を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

（「評価」から「評価確認」） 

※参考資料２参照 

 

【今後の変更】 

品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）にて，「調達する物品又は役務（以下「調達物品

等」）という。」との記載があることから，これを反

映し，「製品及び役務」から「調達物品等」に記載を

変更する。 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第五十二条第１項（是正処置等）

に基づき，「原子力安全に対する重要度」から「原

子力の安全に及ぼす影響」に変更） 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－28 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

適合が発生した場合には，各業務を主管する組織はその実施状況

を「燃料製造事業部 不適合管理要領」にしたがって確認する。 

 

以上のとおり，品質保証活動に必要な文書を定め，品質保証活

動に関する計画，実施，評価，改善を実施する仕組み及び役割を

明確化した体制を設計及び工事の段階において構築している。ま

た，運転及び保守の段階においても，設計及び工事の段階と同様

な仕組み及び体制を構築する。 

 

 

 

 

(ホ) 技術者に対する教育及び訓練 

(１) 技術者に対しては，ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並

びに運転及び保守に当たり，一層の技術的能力向上のため，

以下の教育及び訓練を実施する。 

① 社内における研修並びに設計及び工事の実務経験者の指導

のもとにおける実務を通じて，施設の設計及び工事並びに運

転及び保守に関する知識の維持及び向上を図るための教育

（安全上の要求事項，設計根拠，設備構造及び過去のトラブ

ル事例を含む。）を定期的に実施する。また，必要となる教

育及び訓練の計画をその職務に応じて定め，適切な力量を有

していることを定期的に評価する。 

② 運転訓練装置，実規模装置及び実機を用いた研修を実施

し，設備の構造と機能を理解させるとともに，基本的運転操

作を習得させる。 

③ 原子力関係機関（一般社団法人原子力安全推進協会，原子

燃料工業株式会社ウラン加工施設）等において，原子力安

全，技術，技能の維持及び向上を目的とした社外研修，講習

会等に参加させ関連知識を習得させる。 

(２) 上記（１）によって培われる技術的能力に加え，建設工事

の進捗状況に合わせて建設工事に直接従事させることで設備

等に対する知識の向上を図るとともに，フランスのＯｒａｎ

適合が発生した場合には，各業務を主管する組織はその実施状況

を確認する。 

 

以上のとおり，品質マネジメントシステムに係る活動に必要な

文書を定め，品質マネジメントシステムに係る活動に関する計

画，実施，評価確認，改善を実施する仕組み及び役割を明確化し

た体制を設計及び工事の段階において構築している。また，運転

及び保守の段階においても，設計及び工事の段階と同様な仕組み

及び体制を構築する。 

 

 

 

(ホ) 技術者に対する教育及び訓練 

(１) 技術者に対しては，ＭＯＸ燃料加工施設の設計及び工事並

びに運転及び保守に当たり，一層の技術的能力向上のため，

以下の教育及び訓練を実施する。 

① 社内における研修並びに設計及び工事の実務経験者の指導

のもとにおける実務を通じて，施設の設計及び工事並びに運

転及び保守に関する知識の維持及び向上を図るための教育

（安全上の要求事項，設計根拠，設備構造及び過去のトラブ

ル事例を含む。）を定期的に実施する。また，必要となる教

育及び訓練の計画をその職務に応じて定め，適切な力量を有

していることを定期的に評価する。 

② 運転訓練装置，実規模装置及び実機を用いた研修を実施

し，設備の構造と機能を理解させるとともに，基本的運転操

作を習得させる。 

③ 原子力関係機関（一般社団法人原子力安全推進協会，原子

燃料工業株式会社ウラン加工施設）等において，原子力安

全，技術，技能の維持及び向上を目的とした社外研修，講習

会等に参加させ関連知識を習得させる。 

(２) 上記（１）によって培われる技術的能力に加え，建設工事

の進捗状況に合わせて建設工事に直接従事させることで設備

等に対する知識の向上を図るとともに，フランスのＯｒａｎ

記載の適正化 

（記載程度統一のため，社内規程の固有名称を削除） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステム

に係る活動」） 

 

申請時点の保安規定※の第５条「1 目的」の表現を反

映（令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009163 号） 

（「評価」から「評価確認」） 

※参考資料２参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏国事業者の社名変更を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－29 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

ｏ Ｃｙｃｌｅ社ＭＯＸ燃料加工施設，国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所（プルトニ

ウム燃料技術開発センター）及び当社再処理施設における，

運転，保守及び放射線管理の訓練の実施，継続した技術情報

収集を行う。 

(３) 教育及び訓練の詳細 

① 技術者は，原則として入社後一定期間，配属された部門に

係る基礎的な教育及び訓練を受ける。ＭＯＸ燃料加工施設の

仕組み，放射線管理等の基礎教育及び訓練並びに機器配置及

びプラントシステム等の現場教育及び訓練を受け，原子燃料

の加工に関する基礎知識を習得する。 

② 燃料製造事業部では，原子力安全の達成に必要な技術的能

力を維持及び向上させるため，保安規定等に基づき，対象

者，教育内容，教育時間及び教育実施時期について教育の実

施計画を策定し，それにしたがって教育を実施する。 

③ 本変更後における業務に従事する自然災害等，重大事故等

及び大規模損壊に対応する技術者，事務系社員及び協力会社

社員に対しては，各役割に応じた自然災害等発生時，重大事

故等発生時及び大規模損壊発生時の対応に必要となる技能の

維持と知識の向上を図るため，計画的，かつ，継続的に必要

な教育及び訓練を実施する。 

④ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえて，

ＭＯＸ燃料加工施設では重大事故等対処設備等を設置及び配

備し，災害対策要員の体制整備を進める。これら重大事故等

対処設備等を効果的に活用し，適切な事故対応が行えるよう

訓練を繰り返し行うことにより，災害対策要員の技術的な能

力の維持向上を図る。 

 

 

以上のとおり，本変更後における技術者に対する教育及び訓練

を実施し，その専門知識，技術及び技能を維持及び向上させる取

り組みを行う。 

 

ｏ Ｒｅｃｙｃｌａｇｅ社ＭＯＸ燃料加工施設，国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所

（プルトニウム燃料技術開発センター）及び当社再処理施設

における，運転，保守及び放射線管理の訓練の実施，継続し

た技術情報収集を行う。 

(３) 教育及び訓練の詳細 

① 技術者は，原則として入社後一定期間，配属された部門に

係る基礎的な教育及び訓練を受ける。ＭＯＸ燃料加工施設の

仕組み，放射線管理等の基礎教育及び訓練並びに機器配置及

びプラントシステム等の現場教育及び訓練を受け，原子燃料

の加工に関する基礎知識を習得する。 

② 燃料製造事業部では，原子力安全の達成に必要な技術的能

力を維持及び向上させるため，保安規定等に基づき，対象

者，教育内容，教育時間及び教育実施時期について教育の実

施計画を策定し，それにしたがって教育を実施する。 

③ 本変更後における業務に従事する自然災害等，重大事故等

及び大規模損壊に対応する技術者，事務系社員及び協力会社

社員に対しては，各役割に応じた自然災害等発生時，重大事

故等発生時及び大規模損壊発生時の対応に必要となる技能の

維持と知識の向上を図るため，計画的，かつ，継続的に必要

な教育及び訓練を実施する。 

④ 東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会

社）福島第一原子力発電所事故を踏まえて，ＭＯＸ燃料加工

施設では重大事故等対処設備等を設置及び配備し，災害対策

要員の体制整備を進める。これら重大事故等対処設備等を効

果的に活用し，適切な事故対応が行えるよう訓練を繰り返し

行うことにより，災害対策要員の技術的な能力の維持向上を

図る。 

 

以上のとおり，本変更後における技術者に対する教育及び訓練

を実施し，その専門知識，技術及び技能を維持及び向上させる取

り組みを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社名変更を反映 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類二「技術的能力」前後対比表 

添付書類二 技術的能力－30 

変更前（令和２年 12 月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(ヘ) 有資格者等の選任及び配置 

核燃料物質の取扱いに関し，「核燃料物質の加工の事業に関す

る規則」（昭和41年７月19日 総理府令第37号）に基づき，保安

の監督を行う核燃料取扱主任者及びその代行者は，核燃料取扱主

任者免状を有する者であって，核燃料物質の取扱いの業務に従事

した期間が３年以上である者のうちから，社長が選任する。 

核燃料取扱主任者が職務を遂行できない場合，その職務が遂行

できるよう，代行者を核燃料取扱主任者の選任要件を満たす技術

者の中から選任し，職務遂行に万全を期すこととする。 

核燃料取扱主任者は，ＭＯＸ燃料加工施設の保安の監督を誠

実，かつ，最優先に行うこととし，核燃料物質又は核燃料物質に

よって汚染された物の取扱いの業務に従事する者への指示等，そ

の職務が適切に遂行できるよう設計及び工事並びに運転及び保守

の保安に関する職務を兼任しないようにする等，職務の独立性を

確保した配置とする。 

 

以上のとおり，ＭＯＸ燃料加工施設の保安の業務に際して必要

となる有資格者等については，その職務が適切に遂行できる者の

中から選任し，配置する。 

(ヘ) 有資格者等の選任及び配置 

核燃料物質の取扱いに関し，「核燃料物質の加工の事業に関す

る規則」（昭和41年７月19日 総理府令第37号）に基づき，保安

の監督を行う核燃料取扱主任者及びその代行者は，核燃料取扱主

任者免状を有する者であって，核燃料物質の取扱いの業務に従事

した期間が３年以上である者のうちから，社長が選任する。 

核燃料取扱主任者が職務を遂行できない場合，その職務が遂行

できるよう，代行者を核燃料取扱主任者の選任要件を満たす技術

者の中から選任し，職務遂行に万全を期している。 

核燃料取扱主任者は，ＭＯＸ燃料加工施設の保安の監督を誠

実，かつ，最優先に行うこととし，核燃料物質又は核燃料物質に

よって汚染された物の取扱いの業務に従事する者への指示等，そ

の職務が適切に遂行できるよう設計及び工事並びに運転及び保守

の保安に関する職務を兼任しないようにする等，職務の独立性を

確保した配置とする。 

 

以上のとおり，ＭＯＸ燃料加工施設の保安の業務に際して必要

となる有資格者等については，その職務が適切に遂行できる者の

中から選任し，配置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料取扱主任者を令和２年９月に選任したため語尾

を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料取扱主任者を令和２年９月に選任したため語尾

を修正 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－1 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

イ．概要 

本説明書は，変更後におけるＭＯＸ燃料加工施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書と

して，品質管理に関する事項に基づき，ＭＯＸ燃料加工施設の

当該事業変更許可申請（以下「本申請」という。）に当たって

実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の

活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 

 

ロ．基本方針 

本説明書では，本申請における，「設計活動に係る品質管理

の実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，

組織等に係る事項」を，以下のとおり説明する。 

(１) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計

の管理の方法を「ハ．設計活動に係る品質管理の実績」に記

載する。 

具体的には，組織について「ハ．(イ) 本申請における設

計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」

に，実施する各段階について「ハ．(ロ) 本申請における設

計の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「ハ．

(ハ) 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，調達

管理の方法について「ハ．(ニ) 本申請における調達管理の

方法」に，文書管理について「ハ．(ホ) 本申請における文

書及び記録の管理」に，不適合管理について「ハ．(ヘ) 本

申請における不適合管理」に記載する。 

 

イ．概要 

本説明書は，変更後におけるＭＯＸ燃料加工施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書と

して，品質管理に関する事項に基づき，ＭＯＸ燃料加工施設の

当該事業変更許可申請（以下「本申請」という。）に当たって

実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の

活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 

 

ロ．基本方針 

本説明書では，本申請における，「設計活動に係る品質管理

の実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，

組織等に係る事項」を，以下のとおり説明する。 

(１) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計

の管理の方法を「ハ．設計活動に係る品質管理の実績」に記

載する。 

具体的には，組織について「ハ．(イ) 本申請における設

計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」

に，実施する各段階について「ハ．(ロ) 本申請における設

計の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「ハ．

(ハ) 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，調達

管理の方法について「ハ．(ニ) 本申請における調達管理の

方法」に，文書管理について「ハ．(ホ) 本申請における文

書及び記録の管理」に，不適合管理について「ハ．(ヘ) 本

申請における不適合管理」に記載する。 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－2 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に

係る事項 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係

る事項については，「ニ．その後の工事等の活動に係る品質

管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「ニ．(イ) その後の工事等の

活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。）」に，実施する各段階について「ニ．(ロ) その後の

設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管理の方法につ

いて「ニ．(ハ) その後の設計に係る品質管理の方法」，

「ニ．(ニ) 工事に係る品質管理の方法」及び「ニ．(ホ) 

使用前事業者検査の方法」に，設計及び工事の計画の認可申

請（以下「設工認」という。）における調達管理の方法につ

いて「ニ．(ヘ) 設工認における調達管理の方法」に，文書

管理について「ニ．(ト) その後の設計，工事等における文

書及び記録の管理」に，不適合管理について「ニ．(チ) そ

の後の不適合管理」に記載する。 

また，設工認に基づき，「加工施設の技術基準に関する規

則（令和２年原子力規制委員会規則第６号）（以下「技術基

準規則」という。）」への適合性を確保するために必要とな

る設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理

について，「ホ．適合性確認対象設備の施設管理」に記載す

る。 

 

 

 

(２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に

係る事項 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係

る事項については，「ニ．その後の工事等の活動に係る品質

管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「ニ．(イ) その後の工事等の

活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。）」に，実施する各段階について「ニ．(ロ) その後の

設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管理の方法につ

いて「ニ．(ハ) その後の設計に係る品質管理の方法」，

「ニ．(ニ) 工事に係る品質管理の方法」及び「ニ．(ホ) 

使用前事業者検査の方法」に，設計及び工事の計画の認可申

請（以下「設工認」という。）における調達管理の方法につ

いて「ニ．(ヘ) 設工認における調達管理の方法」に，文書

管理について「ニ．(ト) その後の設計，工事等における文

書及び記録の管理」に，不適合管理について「ニ．(チ) そ

の後の不適合管理」に記載する。 

また，設工認に基づき，「加工施設の技術基準に関する規

則（令和２年原子力規制委員会規則第６号）（以下「技術基

準規則」という。）」への適合性を確保するために必要とな

る設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理

について，「ホ．適合性確認対象設備の施設管理」に記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の変更】 

「ニ．(ト) その後の設計，工事等における文書

及び記録の管理」については，記載を追加する。 

（ニ．(ト)項を参照） 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－3 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

ハ．設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，核燃料物

質加工事業変更許可申請書（ＭＯＸ燃料加工施設）本文におけ

る七．加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する事項（以下「事業変更許可本文七号」とい

う。）に基づき以下のとおり実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２

年３月31日までに実施した業務は，事業変更許可本文七号に基

づくものではないことから，令和２年３月31日までに実施した

業務の実績については，本申請における活動実績に応じて記載

する。 

(イ) 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び

情報伝達含む。） 

設計及び調達は，添８第１図に示す組織に係る体制で実施

する。 

 

 

 

また，設計（「(ハ) 本申請における設計に係る品質管理

の方法」）及び調達（「(ニ) 本申請における調達管理の方

法」）の各プロセスを主管する箇所を添８第１表に示す。 

添８第１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当

する設備に関する設計及び調達について，責任と権限を持

つ。 

 

 

ハ．設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，核燃料物

質加工事業変更許可申請書（ＭＯＸ燃料加工施設）本文におけ

る七．加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する事項（以下「事業変更許可本文七号」とい

う。）に基づき以下のとおり実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２

年３月31日までに実施した業務は，事業変更許可本文七号に基

づくものではないことから，令和２年３月31日までに実施した

業務の実績については，本申請における活動実績に応じて記載

する。 

(イ) 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び

情報伝達含む。） 

設計及び調達は，添８第１図に示す組織に係る体制で実施

する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和

２年３月31日以前に実施した調達業務は添８第２図に示す組

織に係る体制で実施した。 

また，設計（「(ハ) 本申請における設計に係る品質管理

の方法」）及び調達（「(ニ) 本申請における調達管理の方

法」）の各プロセスを主管する箇所を添８第１表に示す。 

添８第１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当

する設備に関する設計及び調達について，責任と権限を持

つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本申請における調達業務は令和２年３月31日以前

に実施した活動であるため，申請時の体制図である

添８第１図とは別に当該調達業務を実施した当時の

体制を添８第２図として示す。 

［実施した調達業務］ 

・震源を特定せず策定する地震動の追加に係る燃料

加工建屋の基礎地盤耐震影響評価業務 

ハ．(ニ)(１) 供給者の技術的評価：平成28年10月 

ハ．(ニ)(２) 供給者の選定：令和２年３月 

ハ．(ニ)(３) 調達管理：令和２年４月～令和３年３月 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－4 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(１) 設計に係る組織 

設計は，添８第１表に示す主管箇所のうち，「(ハ) 本

申請における設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設

計を主管する組織として実施する。 

この設計に必要な資料の作成を行うため，添８第１図に

示す体制を定めて設計に係る活動を実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

(２) 調達に係る組織 

調達は，添８第１表に示す組織の調達を主管する箇所で

実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

 

(ロ) 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこ

れに付随する基本的な設計として，事業変更許可本文七号

「ト．(ハ)設計開発」のうち，必要な事項に基づき以下のと

おり実施する。 

本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文

七号との関係を添８第２表に示す。 

設計を主管する箇所の長は，添８第２表に示すアウトプッ

トに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施すると

ともに，記録を管理する。 

また，設計の各段階におけるレビューについては，添８第

1表に示す設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関す

る専門家を含めて実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(１) 設計に係る組織 

設計は，添８第１表に示す主管箇所のうち，「(ハ) 本

申請における設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設

計を主管する組織として実施する。 

この設計に必要な資料の作成を行うため，添８第１図に

示す体制を定めて設計に係る活動を実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

(２) 調達に係る組織 

調達は，添８第１表に示す組織の調達を主管する箇所で

実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

 

(ロ) 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこ

れに付随する基本的な設計として，事業変更許可本文七号

「ト．(ハ)設計開発」のうち，必要な事項に基づき以下のと

おり実施する。 

本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文

七号との関係を添８第２表に示す。 

設計を主管する箇所の長は，添８第２表に示すアウトプッ

トに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施すると

ともに，記録を管理する。 

また，設計の各段階におけるレビューについては，添８第

1表に示す設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関す

る専門家を含めて実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40



日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－5 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(ハ) 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，

「(１) 設計開発に用いる情報の明確化」，「① 申請書作

成のための設計」及び「② 設計のアウトプットに対する検

証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

(１) 設計開発に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計開発に

用いる情報を明確にする。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(２) 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下

のとおり実施する。 

① 申請書作成のための設計 

設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成

のための設計を実施する。 

また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請

書の作成に必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要

な活動となる，「調達による解析」及び「手計算による自

社解析」について，個別に管理事項を実施し品質を確保す

る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

② 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「(２) 設計及び設計のア

ウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプ

ット（「(１) 設計開発に用いる情報の明確化」）で与え

(ハ) 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，

「(１) 設計に用いる情報の明確化」，「① 申請書作成の

ための設計」及び「② 設計のアウトプットに対する検証」

の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

(１) 設計に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計に用い

る情報を明確にする。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(２) 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下

のとおり実施する。 

① 申請書作成のための設計 

設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成

のための設計を実施する。 

また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請

書の作成に必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要

な活動となる，「調達による解析」及び「手計算による自

社解析」について，個別に管理事項を実施し品質を確保す

る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

② 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「(２) 設計及び設計のア

ウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプ

ット（「(１) 設計に用いる情報の明確化」）で与えられ

 

 

記載の適正化 

（「設計開発」から「設計」 添付書類八内におけ

る表現方法の統一（以下，同じ変更箇所は，

「（添付書類八内～）」を記載しない。）） 

 

記載の適正化 

（「設計開発」から「設計」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（「設計開発」から「設計」） 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－6 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

られた要求事項に対する適合性を確認した上で，要求事項

を満たしていることの検証を，組織の要員に指示する。 

また，この検証は，当該業務を直接実施した現設計者以

外の者に実施させる。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

 

 

③ 申請書の作成 

事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を

主管する箇所の長が実施する本申請における申請書作成の

ための設計からのアウトプットを基に，本申請に必要な申

請書を作成する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

④ 申請書の承認 

事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請

に必要な申請書を，「燃料製造事業部 品質保証推進会

議」（以下「品質保証推進会議」という。）及び品質・保

安会議へ付議し，審議を受ける。 

また，事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，

品質保証推進会議及び品質・保安会議の審議を得た本申請

における申請書について，原子力規制委員会への提出手続

きの承認を得る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

保安規定の認可を得た以降は，事業許可に係る官庁申請

を主管する箇所の長は，本申請に必要な申請書を，品質保

た要求事項に対する適合性を確認した上で，要求事項を満

たしていることの検証を，組織の要員に指示する。 

ただし，当該設計を行った要員に当該設計の検証をさせ

ない。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

 

 

③ 申請書の作成 

事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を

主管する箇所の長が実施する本申請における申請書作成の

ための設計からのアウトプットを基に，本申請に必要な申

請書を作成する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

④ 申請書の承認 

事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請

に必要な申請書を，燃料製造安全委員会及び品質・保安会

議へ付議し，審議を受ける。 

 

また，事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，

燃料製造安全委員会及び品質・保安会議の審議を得た本申

請における申請書について，原子力規制委員会への提出手

続きの承認を得る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第三十一条第３項（設計開発の

検証）に基づき，「また，この検証は，当該業務

を直接～」から「ただし，当該設計を行った～」

に変更） 

 

【今後の変更】 

ハ．(ハ)(２)③及び④ 記載の適正化 

（「事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長」

から「事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇

所の長」） 

 

 

保安規定の認可を受け，品質保証推進会議に代えて

申請時点の保安規定※の第11条に基づく燃料製造

安全委員会の審議を受けているため反映（令和２年

９月16日付け原規規発第2009163号） 

※参考資料２参照 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－7 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

証推進会議に代えて設置する燃料製造安全委員会及び品

質・保安会議へ付議し，審議を受ける。 

(３) 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった

場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要

な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要

に応じ修正する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(４) 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例 

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計

管理の対象となる業務のうち，令和２年３月31日までに実

施した本申請における申請書作成に係る社内手続き又は基

本設計に係る調達製品の検証については，事業変更許可本

文七号に基づく設計管理は適用しない。 

 

(ニ) 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするため

に，以下に示す管理を実施する。 

(１) 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に

従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠とし

て，供給者の技術的評価を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(２) 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要

な調達を行う場合，調達に必要な要求事項を明確にし，

 

 

(３) 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった

場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要

な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要

に応じ修正する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(４) 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例 

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計

管理の対象となる業務のうち，令和２年３月31日までに実

施した本申請における申請書作成に係る基本設計に係る調

達製品の検証については，事業変更許可本文七号に基づく

設計管理は適用しない。 

 

(ニ) 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするため

に，以下に示す管理を実施する。 

(１) 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に

従って調達物品等を供給する技術的な能力を判断の根拠と

して，供給者の技術的評価を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(２) 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要

な調達を行う場合，調達に必要な要求事項を明確にし，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本申請において，調達業務を令和２年３月31日以

前に実施しているため，その旨の特例を記載してい

るが，申請書作成に係る社内手続きは令和２年４月

１日以降に実施しているため，既許可の記載に対し

削除する。 

【今後の変更】 

記載の適正化（「申請書作成に係る」を削除） 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）に基づき，「調達製品」から「調達物品等」

に変更） 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－8 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

「ハ．(ニ)(１) 供給者の技術的評価」で，技術的な能力

があると判断した供給者を選定する。 

また，調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質

保証計画書を提出させ審査する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(３) 調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動

を行うに当たって，以下に基づき業務を実施する。 

 

 

なお，本申請において上記による活動は以下のとおり実

施した。 

① 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，調達要

求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を

適切に管理する。（「② 調達した役務の検証」参照） 

② 調達した役務の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達要求事

項を満たしていることを確実にするために調達した役務の

検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で

検証の要領及び調達した役務のリリースの方法を明確にし

た上で，検証を行う。 

(４) 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品

質保証活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活

「ハ．(ニ)(１) 供給者の技術的評価」で，技術的な能力

があると判断した供給者を選定する。 

また，調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質

保証計画書を提出させ審査する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

(３) 調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメ

ントシステムに係る活動を行うに当たって，以下に基づき

業務を実施する。 

 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

① 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，調達物

品等要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状

況を適切に管理する。（「② 調達した役務の検証」参照） 

② 調達した役務の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達物品等

要求事項を満たしていることを確実にするために調達した

役務の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で

検証の要領及び調達した役務のリリースの方法を明確にし

た上で，検証を行う。 

(４) 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品

質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を

 

 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステ

ムに係る活動」） 

 

記載の適正化（他箇所との整合） 

（「～は以下のとおり」から「～を」） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）に基づき，「調達要求事項」から「調達物品

等要求事項」に変更） 

 

 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステ

ムに係る活動」） 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－9 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するた

めに，請負会社他品質監査を実施する。 

 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

(ホ) 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については，品質

マネジメント文書，それらに基づき作成される品質記録であ

り，これらを適切に管理する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

(へ) 本申請における不適合管理 

本申請に基づく設計において発生した不適合については，

適切に処置を行う。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

ニ．その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る

事項については，事業変更許可本文七号に基づき以下のとおり

実施する。 

(イ) その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及

び情報伝達含む。） 

その後の工事等の活動は，添８第１図に示す組織に係る体

制で実施する。 

なお，「(ホ) 使用前事業者検査の方法」における「工事

実施箇所からの独立性を確保した検査体制」については，今

育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われ

ていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施

する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

(ホ) 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については，品質

マネジメント文書，それらに基づき作成される品質記録であ

り，これらを適切に管理する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

(へ) 本申請における不適合管理 

本申請に基づく設計において発生した不適合については，

適切に処置を行う。 

 

 

ニ．その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る

事項については，事業変更許可本文七号に基づき以下のとおり

実施する。 

(イ) その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及

び情報伝達含む。） 

その後の工事等の活動は，添８第１図に示す組織に係る体

制で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本申請における設計活動の範囲において，不適合は

発生していないことから不適合管理の実績に関する

記載を削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

新たな検査部門として事業者検査課，調達を一元的

に管理する部門として調達室の保安組織編入によ

45



日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－10 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

後，新たに検査部門を設置する。 

また，「(ヘ) 設工認における調達管理の方法」における

「調達を主管する箇所」については，今後，新たに調達先を

一元的に管理する部門を設置する。 

 

(ロ) その後の設計，工事等の各段階とその審査 

(１) 設計及び工事等のグレード分けの適用 

設計及び工事等におけるグレード分けは，ＭＯＸ燃料加

工施設の安全上の重要度に応じて行う。 

(２) 設計及び工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇

所の長は，その後における設計及び工事等の各段階におい

て，レビューを実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計

及び工事を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専

門家を含めて実施する。 

 

(ハ) その後の設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則

等への適合性を確保するための設計を実施する。 

(１) 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要

求事項を明確にする。 

(２) 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必

要な適合性確認対象設備を抽出する。 

 

 

 

 

 

(ロ) その後の設計，工事等の各段階とその審査 

(１) 設計及び工事等のグレード分けの適用 

設計及び工事等におけるグレード分けは，ＭＯＸ燃料加

工施設の安全上の重要度に応じて行う。 

(２) 設計及び工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇

所の長は，その後における設計及び工事等の各段階におい

て，レビューを実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計

及び工事を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専

門家を含めて実施する。 

 

(ハ) その後の設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則

等への適合性を確保するための設計を実施する。 

(１) 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要

求事項を明確にする。 

(２) 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必

要な適合性確認対象設備を抽出する。 

り，添８第１図に反映したことから記載を削除す

る。 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－11 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(３) 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術

基準規則等への適合性を確保するための設計を実施する。 

① 基本設計方針の作成（設計１） 

設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確

認対象設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施

するために，技術基準規則の条文ごとに各条文に関連する

要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作

成する。 

② 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するため

の設計（設計２） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対

し，変更があった要求事項への適合性を確保するための詳

細設計を，「設計１」の結果を用いて実施する。 

③ 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する

上で重要な活動となる，「調達による解析」及び「手計算

による自社解析」について，個別に管理事項を実施し，品

質を確保する。 

④ 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「(３) 設計及び設計のア

ウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプ

ット（「(１) 適合性確認対象設備に対する要求事項の明

確化」及び「(２) 各条文の対応に必要な適合性確認対象

設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適合性

を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

(３) 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術

基準規則等への適合性を確保するための設計を実施する。 

① 基本設計方針の作成（設計１） 

設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確

認対象設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施

するために，技術基準規則の条文ごとに各条文に関連する

要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作

成する。 

② 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するため

の設計（設計２） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対

し，変更があった要求事項への適合性を確保するための詳

細設計を，「設計１」の結果を用いて実施する。 

③ 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する

上で重要な活動となる，「調達による解析」及び「手計算

による自社解析」について，個別に管理事項を実施し，品

質を確保する。 

④ 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「(３) 設計及び設計のア

ウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプ

ット（「(１) 適合性確認対象設備に対する要求事項の明

確化」及び「(２) 各条文の対応に必要な適合性確認対象

設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適合性

を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

変更なし 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－12 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接

関与していない上位職位の者に実施させる。 

⑤ 設工認申請書の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主

管する箇所の長が実施する設計からのアウトプットを基

に，設工認申請書を作成する。 

⑥ 設工認申請書の承認 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申

請書を，品質保証推進会議へ付議し，審議を受けた後に承

認を得る。 

また，保安規定の認可を得た以降は，設工認申請に係る

総括を主管する箇所の長は，品質保証推進会議に代えて設

置する燃料製造安全委員会へ付議し，審議を受けた後に承

認する。 

(４) 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が

必要となった場合，各設計結果のうち，影響を受けるもの

について必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設

計結果を必要に応じ修正する。 

(ニ) 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及

びその結果を反映した設備を導入するために必要な工事を，

「(ヘ) 設工認における調達管理の方法」の管理を適用して

実施する。 

(１) 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接

関与していない上位職位の者に実施させる。 

⑤ 設工認申請書の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主

管する箇所の長が実施する設計からのアウトプットを基

に，設工認申請書を作成する。 

⑥ 設工認申請書の承認 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申

請書を，燃料製造安全委員会へ付議し，審議を受けた後に

承認を得る。 

 

 

 

 

(４) 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が

必要となった場合，各設計結果のうち，影響を受けるもの

について必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設

計結果を必要に応じ修正する。 

(ニ) 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及

びその結果を反映した設備を導入するために必要な工事を，

「(ヘ) 設工認における調達管理の方法」の管理を適用して

実施する。 

(１) 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定の認可を受け，品質保証推進会議に代えて

保安規定※の第11条に基づく燃料製造安全委員会

の審議を受けるため反映（令和２年９月16日付け

原規規発第2009163号） 

※参考資料２参照 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－13 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事

項に適合するための具体的な設計（設計３）を実施し，決

定した具体的な設備の設計結果を取りまとめる。 

(２) 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を

設置するための工事を実施する。 

また，工事の取りまとめを主管する箇所の長は，使用前

事業者検査の実施時期を設定する。 

 

(ホ) 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された

設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，

技術基準規則に適合していることを確認するため，使用前事

業者検査を計画し，工事実施箇所からの独立性を確保した検

査体制のもと，実施する。 

(１) 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可され

た設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであるこ

と，技術基準規則に適合していることを確認するために，

以下の項目について検査を実施する。 

① 実設備の仕様の適合性確認 

② 品質マネジメントシステムに係る検査 

(２) 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認

可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりで

あること，技術基準規則に適合していることを確認するた

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事

項に適合するための具体的な設計（設計３）を実施し，決

定した具体的な設備の設計結果を取りまとめる。 

(２) 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を

設置するための工事を実施する。 

 

 

 

(ホ) 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された

設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，

技術基準規則に適合していることを確認するため，使用前事

業者検査を計画し，工事実施箇所からの独立性を確保した検

査体制のもと，実施する。 

(１) 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可され

た設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであるこ

と，技術基準規則に適合していることを確認するために，

以下の項目について検査を実施する。 

① 実設備の仕様の適合性確認 

② 品質マネジメントシステムに係る検査 

(２) 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認

可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりで

あること，技術基準規則に適合していることを確認するた

 

 

 

 

 

 

検査部門である事業者検査課の設置により，「ニ．

(ホ)(３) 検査計画の管理」に含めるため，記載を

削除する。 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－14 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

め，使用前事業者検査を計画する。 

(３) 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

は，使用前事業者検査の実施期日及び使用前事業者検査が

確実に行われることを管理する。 

(４) 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確

立して実施する。 

 

(ヘ) 設工認における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実

にするために，品質管理に関する事項に基づき以下に示す管

理を実施する。 

(１) 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に

従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠とし

て，供給者の技術的評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

(２) 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う

場合，原子力安全に対する影響，供給者の実績等を考慮

め，使用前事業者検査を計画する。 

(３) 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

は，使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が

確実に行われることを管理する。 

(４) 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確

立して実施する。 

 

(ヘ) 設工認における調達管理の方法 

調達又は契約を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管

理を確実にするために，品質管理に関する事項に基づき以下

に示す管理を実施する。 

(１) 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に

従って調達物品等を供給する技術的な能力を判断の根拠と

して，供給者の技術的評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

(２) 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う

場合，原子力安全に対する影響，供給者の実績等を考慮

 

 

 

検査部門である事業者検査課の設置により，ニ．

(ニ)(２)の文章を包含する記載に変更する。 

（「期日」から「時期」） 

 

 

 

 

ニ．(へ)(１)の主語が契約を主管する箇所の長に変

更になったことを受けて本項の主語も変更する。 

（「調達」から「調達又は契約」） 

 

調達室の保安組織編入により，供給者の技術的評価

は契約を主管する箇所（調達室）が実施することに

よる変更 

（「調達」から「契約」） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）に基づき，「調達製品」から「調達物品等」

に変更） 

 

 

 

50



日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－15 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

し，業務の重要度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

 

 

 

 

(３) 調達製品の調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動

を行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の

実績等を考慮し，以下に基づき業務を実施する。 

 

① 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，調達要

求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を

適切に管理する。（「② 調達製品の管理」参照） 

② 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製

品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの

間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

③ 調達物品等の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を

満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行

う。 

供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検

証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上

で，検証を行う。 

し，業務の重要度に応じてグレード分けを行うとともに，

調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の

長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「（１）供給者の技

術的評価」で，技術的な能力があると判断した供給者を選

定する。 

(３) 調達物品等の調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメ

ントシステムに係る活動を行うに当たって，原子力安全に

対する影響及び供給者の実績等を考慮し，以下に基づき業

務を実施する。 

① 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，調達物

品等要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施

状況を適切に管理する。（「② 調達物品等の管理」参照） 

② 調達物品等の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製

品が確実に納品されるよう調達物品等が納入されるまでの

間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

③ 調達物品等の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達物品等が調達物品等要

求事項を満たしていることを確実にするために調達物品等

の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検

証の要領及び調達物品等のリリースの方法を明確にした上

で，検証を行う。 

調達室の保安組織編入により，契約を主管する箇所

（調達室）の長と調達を主管する箇所の長との業務

を明確にするため記載を変更する。 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（品質管理基準規則第三十四条第１項（調達プロセ

ス）に基づき，「調達製品」から「調達物品

等」，「調達要求事項」から「調達物品等要求事

項」に変更） 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステ

ムに係る活動」） 
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ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－16 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

(４) 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品

質保証活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活

動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するた

めに，請負会社他品質監査を実施する。 

 

 

(ト) その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

その後の設計，工事等における文書及び記録については，

事業変更許可本文七号に示す文書，それらに基づき作成され

る品質記録であり，これらを適切に管理する。 

 

(チ) その後の不適合管理 

その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適

合については，適切に処置を行う。 

 

ホ．適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，

技術基準規則への適合性を使用前事業者検査の結果により確認

し，適合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に

係る業務プロセスに基づきＭＯＸ燃料加工施設の安全上の重要

度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより，適合

性を維持する。 

 

 

 

(４) 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品

質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を

育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われ

ていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施

する。 

 

(ト) その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

その後の設計，工事等における文書及び記録については，

事業変更許可本文七号に示す文書，それらに基づき作成され

る品質記録であり，これらを適切に管理する。 

 

(チ) その後の不適合管理 

その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適

合については，適切に処置を行う。 

 

ホ．適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，

技術基準規則への適合性を使用前事業者検査の結果により確認

し，適合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に

係る業務プロセスに基づきＭＯＸ燃料加工施設の安全上の重要

度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより，適合

性を維持する。 

 

 

 

 

品質管理基準規則の施行による反映 

（「品質保証活動」から「品質マネジメントシステ

ムに係る活動」） 

 

 

【今後の変更】 

「ニ．(ト) その後の設計，工事等における文書

及び記録の管理」については，設工認の「設計及び

工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明

書」と項目および記載の整合のため，識別管理及び

トレーサビリティに関する記載を追加する。 

［変更内容］ 

(ト) その後の設計，工事等における文書及び記録

の管理，識別管理及びトレーサビリティ 

（中略） 

その後の工事等の活動に係る計測器，機器，弁及

び配管等については，適切に識別管理等を実施す

る。 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－17 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

添８第１表 設計及び調達の実施の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセス 
燃料製造事業部 

主管箇所 

ハ．(ハ) 

本申請における設

計に係る品質管理

の方法 

燃料製造計画部 

燃料製造建設所 

ハ．(ニ) 
本申請における調

達管理の方法 
燃料製造建設所 

 

添８第１表 設計及び調達の実施の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセス 主管箇所 

ハ．(ハ) 

本申請における

設計に係る品質

管理の方法 

燃料製造事業部 

燃料製造建設所 

ハ．(ニ) 
本申請における

調達管理の方法 

 

 

本申請における実施体制の適正化 

（燃料製造建設所） 

 

【今後の変更】 

添８第１表については各プロセスを主管する箇所

である「設計を主管する箇所」，「調達を主管する

箇所」，「事業変更許可に係る官庁申請を主管する

箇所」，「供給者に対する監査を主管する箇所」を

明示する。 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－18 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（「設計開発」から「設計」） 
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日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－19 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

添８第１図 適合性確認に関する体制表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添８第１図 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

申請時点（令和３年12月１日現在）の体制による

差異 

【今後の変更】 

補正時点の体制を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本図の呼び込み元の「ハ．(イ) 本申請における設

計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。）」の主旨から「適合性に関する体制表」から

「組織図」に変更する。 

 

 

　　※：保安規定の認可を得た以降は，燃料製造安全委員会に代える。

濃縮事業部
安全・品質改革委員会

監査役 監査役業務部

監査室

カイゼン推進室

働き方改革本部

安全・品質本部

地域・広報本部

業務推進本部
品質・保安会議

経営企画本部
社長

埋設事業部

再処理事業部

燃料製造計画部
技術本部

燃料製造事業部 品質保証部

品質保証推進会議※

燃料製造建設所

東京支社

（ ：ＭＯＸ燃料加工施設の加工の事業に関係する部署）（令和２年９月１日現在）

（   ：MOX燃料加⼯施設の加⼯の事業に関係する部署）（令和３年12⽉１⽇現在）

働き⽅改⾰本部

監査役 監査役業務部

監査室

カイゼン推進室

調達室

安全・品質本部 核燃料取扱主任者

地域・広報本部 燃料製造安全委員会
品質・保安会議

社⻑

濃縮事業部 燃料製造計画部
安全・品質改⾰委員会

埋設事業部 品質保証部

経営企画本部

ペレット機械課

品質保証課

再処理事業部 事業者検査課

技術本部 安全管理課

燃料製造事業部 教育課

燃料製造建設所 建設管理課

保安管理課
東京⽀社

許認可業務課

集合体機械課

電気設備課

計装設備課

⼟⽊課

建築課

55



日本原燃株式会社 

ＭＯＸ燃料加工施設 事業変更許可申請書 添付書類八「品質管理」前後対比表 

添付書類八 品質管理－20 

変更前（令和２年12月９日許可）（赤字：変更対象箇所） 変更後（赤字：変更対象箇所） 備 考（変更理由等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添８第２図 令和２年３月31日以前の組織図 

 

 

本申請における調達業務は，令和２年３月31日以

前に実施した活動であるため，申請時の体制図であ

る添８第１図とは別に当該調達業務を実施した当時

の体制図を添８第２図として示す。 

 

  

（   ：MOX燃料加⼯施設の加⼯の事業に関係する部署）（令和２年3⽉１⽇現在）

※：保安規定の許可を得た以降は，燃料製造安全委員会に代える。

品質保証推進会議※

燃料製造建設所

東京⽀社

埋設事業部

再処理事業部

燃料製造計画部
技術本部

燃料製造事業部 品質保証部

地域・広報本部

業務推進本部
品質・保安会議

経営企画本部
社⻑

濃縮事業部
安全・品質改⾰委員会

監査役 監査役業務部

監査室

カイゼン推進室

働き⽅改⾰本部

安全・品質本部
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一般 保安管理課 20220630 

再処理事業所 

ＭＯＸ燃料加工施設保安規定 

（抜粋） 

日本原燃株式会社 

制 定 2020年9月16日：規程第127号 

最終改正 2022年6月29日：規程第127号-1 

施  行 2022年6月30日 

所管部署 燃料製造事業部 燃料製造建設所 保安管理課 

参考資料１
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一般 保安管理課 20220630 

３ 保安活動に従事する者は、核燃料取扱主任者がその保安のために行う指示に従う。 

 

（品質・保安会議の審議事項、構成等） 

第10条 品質・保安会議は、次の各号に定める事項について、保安に係る基本方針を全社的観点か

ら審議する。 

(1) 加工施設の事業変更許可申請を伴う変更 

(2) この規定の変更 

(3) 社長が必要と認める保安に関する品質マネジメントシステムに係る事項（関係法令及び保安

規定の遵守の意識の向上に関する事項を含む。） 

(4) 第７条に基づく加工の事業に係る役員等への安全に係る教育の実施計画 

２ 品質・保安会議は、安全・品質本部長を議長とし、安全・品質本部副本部長、事業部長、燃料

製造建設所長、核燃料取扱主任者のほか、社長が選任した委員をもって構成する。 

３ 第１項の審議に係る品質・保安会議の運営は、次の各号によるものとする。 

(1) 会議は、安全・品質本部副本部長、事業部長、燃料製造建設所長、核燃料取扱主任者を含む

過半数の委員の出席をもって成立とする。 

ただし、委員が出席できない場合は、委員が指名した代理者（核燃料取扱主任者においては

代行者）を出席させることができる。 

(2) 議長が出席できない場合は、議長が指名した者が議長の職務を代行する。 

(3) 会議の審議事項であって緊急に処理する必要があり、かつ、会議の開催が困難な場合は、安

全・品質本部副本部長、事業部長、燃料製造建設所長、核燃料取扱主任者を含む過半数の委員

の持ち回りにより会議の審議に替えることができる。 

(4) 議長は、核燃料取扱主任者又はその代行者の意見を尊重する。 

４ 議長は、審議結果及び核燃料取扱主任者又はその代行者の意見を社長に報告する。 

５ 社長は、前項の報告を尊重する。 

 

（燃料製造安全委員会の審議事項、構成等） 

第11条 燃料製造安全委員会は、事業部長の諮問を受け、次の各号に定める事項について、保安上

の妥当性を加工施設に係る保安に関する業務全体の観点から審議する。 

(1) 加工施設の事業変更許可申請に関する事項 

(2) 加工施設の設計及び工事の計画の認可申請に関する事項 

(3) この規定の変更 

(4) 加工施設の品質マネジメントシステムに係る事項（関係法令及び保安規定の遵守の意識の向

上に関する事項を含む。） 

(5) 表１及び表２に掲げる文書のうち事業部長が定める文書の制定及び改廃 

(6) この規定に基づく保安教育の実施計画の策定及びその変更 

(7) その他事業部長が必要と認める事項 

２ 燃料製造安全委員会は、事業部長が任命する委員長、核燃料取扱主任者のほか、事業部長が選

任する委員をもって構成する。 

３ 燃料製造安全委員会の運営は、各号によるものとする。 

(1) 委員会は、核燃料取扱主任者を含む過半数の委員の出席をもって成立とする。 

ただし、委員が出席できない場合は、委員が指名した代理者（核燃料取扱主任者においては

代行者）を出席させることができる。 

(2) 委員長が出席できない場合は、委員長が指名する者が委員長の職務を代行する。 
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